
令和８年３月

■水質検査とは■

　水質検査は、水質基準に適合し安全であることを保障するために不可欠であり、水道水の水質

検査において中核を成すものです。

　水質検査とは、水質検査の適正化を確保するため、水質検査項目を定めるものです。

■水質検査計画の内容■

1. 基本方針

2. 水道施設の概要

3. 水道の原水及び水道水の状況

4. 検査地点

5. 水質検査項目及び検査頻度

6. 水質検査方法

7. 臨時の水質検査

8. 放射性物質の検査

9. 水質検査の委託先

10. 水質検査計画及び検査結果の公表

11. 水質検査の評価

12. 水質検査の精度と信頼性保証

13. 関係者との連携

　五泉市上下水道局では、水道原水及び水道水の状況を踏まえ、水質検査計画を策定し、これ

まで行ってきました検査結果の公表とあわせ、水道水が安全で良質であることを、さらにご理解い

ただけるように公表をしております。

令和８年度　水質検査計画

五泉市上下水道局

作 成 ：



１ 基本方針

検査地点

　検査地点は、水道基準が適用される給水栓に加え、各水源または浄水場の入口（原水）とします。

検査項目

　検査項目は、水道法で検査を義務付けられている水質基準項目、検査計画に位置付けられる

ことが望ましいとされている水質管理目標設定項目、及び、お客さまに供給されている水道水が、

より安全で良質であることを確認するために、五泉市が独自に行う水質検査項目とします。

検査頻度

① 　給水栓では、水道法に基づき、色、濁り、残留塩素等の検査（水道法施行規則第１５条第

１項第１号）、臭い及び味を１日１回行います。また、水道法に基づき、一般細菌、大腸菌、

塩化物イオン、有機物、ｐH値、味、臭気、色度及び濁度の検査（水道法施行規則第１５条

第１項第３号）を、月に１回行います。

　給水栓の水が常に安定して良好であり、水質基準を十分に満足していることから、３年に１

回まで検査頻度を緩和することが可能な検査項目であっても水質が安定し良好であることを

確認するため、年１回の検査頻度とし、過去３年間で基準値の２０％を超過する場合には３

か月に１回の検査とします。

② 　浄水場では、浄水処理における水質の変化を監視するため、濁度、ｐH値、及び残留塩素

について、２４時間自動監視を行っています。

　さらに、水質基準や水質管理目標設定項目以外で、一般に関心の高い項目である病原性

微生物（クリプトスポリジウム・指標菌）についても水源種別及び状況に応じて監査回数を定

め検査を行います。
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２ 水道施設の概要

　五泉市においては、五泉浄水場系、東部浄水場系、村松浄水場系、大蒲原浄水場系、菅沢浄水場系、

田川内浄水場系の水道水が供給されています。

・五泉浄水場系（五泉配水区）

　早出川地下水系の地下水(深井戸)を水源とし、１日平均8,296㎥を取水し、浄水場で次亜塩素酸

ナトリウムによる塩素消毒のみの処理を行い、配水池へ送水し配水しています。

・東部浄水場系（東部配水区）

　早出川地下水系の地下水(深井戸)を水源とし、１日平均2,147㎥を取水し、浄水場で次亜塩素酸

ナトリウムによる塩素消毒のみの処理を行い、配水池へ送水し配水しています。

・村松浄水場系（村松配水区・川内配水区・蛭野配水区・戸倉配水区・高松配水区）

　早出川地下水系の地下水(深井戸)を水源とし、１日平均8,732㎥を取水し、浄水場で次亜塩素酸

ナトリウムによる塩素消毒のみの処理を行い、配水池へ送水し配水しています。

　なお、川内配水区は矢津川送水（中継）ポンプ場で、蛭野配水区は蛭野配水池で、戸倉配水区

は山谷送水（中継）ポンプ場で、高松配水区は山谷送水（中継）ポンプ場と高松送水（中継）ポンプ場

で、次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しています。

・大蒲原浄水場系(大蒲原配水区)

　能代川地下水系の地下水(深井戸)を水源とし、１日平均202㎥を取水し、次亜塩素酸ナトリウムに

よる塩素消毒のみの処理を行い、配水池へ送水し配水しています。

・菅沢浄水場系（菅沢配水区）

　菅沢地内にある湧水を水源とし、１日平均16㎥を取水し、膜ろ過(内圧式ＵＦ膜)設備にて懸濁物

質を沈殿除去後、活性炭吸着処理を行い、次亜塩素酸ナトリウムによる塩素消毒処理を行った後、

配水池へ送水し配水しています。

・田川内浄水場系(田川内・高石配水区)

　早出川水系滝沢の表流水を水源とし、１日平均32㎥を取水し、前塩素及び凝集剤を添加し、膜

ろ過(外圧式ＵＦ膜)設備にて懸濁物質を沈殿除去後、活性炭吸着処理を行い、次亜塩素酸ナトリ

ウムによる塩素消毒処理を行った後、配水池に流入させ配水しています。

特記）　・1日平均取水量は、令和7年3月から令和8年2月まで（1年間）の日平均です。
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五泉市水道施設案内図

3



配水系統図
五泉浄水場系（五泉配水区）

次亜塩素消毒

第１水源・第２水源・第３水源
第５水源・第９水源

　地下水（深井戸）

東部浄水場系（東部配水区）

次亜塩素消毒

第１水源・第２水源
第３水源

　地下水（深井戸）

村松浄水場系

次亜塩素消毒

次亜塩素追加

第１水源・第２水源
第３水源・第４水源
第５水源・第７水源

　地下水（深井戸）

次亜塩素追加

次亜塩素追加

次亜塩素追加

菅沢浄水場系（菅沢配水区）

取水ポンプ

膜処理 送水ポンプ

活性炭処理
次亜塩素消毒 取水兼送水ポンプ

大蒲原浄水場系（大蒲原配水区）

次亜塩素消毒

　地下水（深井戸）

田川内浄水場系（田川内・高石配水区）

膜処理
活性炭処理
次亜塩素消毒

　表流水（滝沢）

橋田地区 五泉地区（下記※除く）  巣本地区の一部（本地・高山・論瀬新田・一本杉・桑山）

川東地区  巣本地区の一部（上郷屋・中郷屋・清瀬）

五泉地区 ※(川瀬・下木越・中木越・白山団地・つくし団地・寺沢の一部・五十嵐新田の一部）

村松市街 高牧  横渡～中川原～笹目～小面谷

 松野～水戸野～土淵

暮坪

 川内～熊沢～夏針

 高松

 蛭野～大原～新屋

 下戸倉～上戸倉

　上大蒲原～下大蒲原～牧

湧水

 山谷

　菅沢

　田川内～高石

P

蛭野

配水池
安出

送水P

川内

第１・第２配水池

矢津川

送水P

山谷

送水P

高松

送水P

戸倉

配水池

高松

配水池

東部

配水池

五泉

配水池

P

P

村松浄水場

東部浄水場

五泉浄水場

村松

第１・第２・第３

配水池

P

P

菅沢

配水池
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P P

P

P

大蒲原

配水池

大蒲原浄水場

P

田川内浄水場

兼

配水池
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令和７年３月３１日現在

五泉浄水場系 東部浄水場系 菅沢浄水場系 大蒲原浄水場系 田川内浄水場系

深井戸(5水源） 深井戸(３水源) 湧水 深井戸(１水源) 表流水

消毒のみ
（次亜塩素酸ナトリウム）

消毒のみ
（次亜塩素酸ナトリウム）

・膜ろ過処理
・活性炭吸着処理
・消毒
　（次亜塩素酸ナトリウム）

消毒のみ
（次亜塩素酸ナトリウム）

・膜ろ過処理方式
　（前処理にポリ塩化
　　　　　　　アルミニウムを使用）
・活性炭吸着処理
・消毒
　（次亜塩素酸ナトリウム）

村松配水区 川内配水区 蛭野配水区 戸倉配水区 高松配水区

水源の種類

浄水処理方法

令和6年度　五泉市水道施設概要

名称
上水道施設

給水人口〔人〕 24,082 4,992 37 48649

286

名称

上水道施設

360

100 100

給水戸数〔戸〕 9,738 1,451 14 27

普及率〔％〕 99.67 99.67 100

227

１日平均給水量〔㎥/日〕

水源の種類

浄水処理方法

給水人口〔人〕

普及率〔％〕

134 19

168 68 96 14

285 266 267 199

村松浄水場系

消毒（次亜塩素酸ナトリウム）のみ

深井戸(６水源)

14,044

99.67

5,772

6,927

493

589 256

１人１日平均給水量〔L/人/日〕

253 87

年間給水量〔㎥〕 2,645,786

年間給水量〔㎥〕 2,528,441

582,678

99.67

給水戸数〔戸〕

１人１日平均給水量〔L/人/日〕 301 320

１日平均給水量〔㎥/日〕 7,249 1,596

3,493 67,668 4,101

61,316 24,870 35,136 5,290

73

100 100 100

11

259 234

10 185
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【給水区域分類】

大蒲原浄水場系（大蒲原配水区） 上大蒲原，下大蒲原，牧

（村松配水区）

（川内配水区） 土淵，水戸野，暮坪，高牧，横渡，松野，笹目，中川原，小面谷，川内，熊沢，夏針地内

（蛭野配水区） 蛭野,大原,新屋

（戸倉配水区） 上戸倉,下戸倉,山谷

（高松配水区） 高松

田川内浄水場系（田川内・高石配水区） 田川内,高石

五泉浄水場系　（五泉配水区） 五泉地区（川瀬・下木越・中木越・白山団地・つくし団地・寺沢の一部・五十嵐新田の一部），橋田地区および巣本地区の一部（本地・論瀬新田・高山・一本杉・桑山）

東部浄水場系　（東部配水区） 川東地区および巣本地区の一部（上郷屋・中郷屋・清瀬）

菅沢浄水場系　（菅沢配水区）

大蒲原浄水場系、田川内浄水場系、下記配水区域４ヶ所以外、および五泉配水区の一部（川瀬・下木越・中木越・白山団地・つくし団地・寺沢の一部・五十嵐新田の一部）

菅沢

村松浄水場系

名　　　　　　称 給　　　　　　　　水　　　　　　　　区　　　　　　　　域
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３ 水道の原水及び水道水の状況

　水道の原水の状況として、原水の汚染要因及び水質管理上、注意しなければならない項目を示しま

した。

上水道の水源（原水）状況

・周辺地下水の過剰取水 ・降雨による濁水発生

・地下水汚染 ・生活排水の混入

･野生動物の糞尿

・消毒の効果 ・消毒の効果

・濁度 ・濁度

･色度 ･色度

・ｐＨ値 ・ｐＨ値

・有機物（ＴＯＣ）

 ･地質由来の硬度、蒸発残留物　

･大腸菌、一般細菌

・病原性微生物（原虫）

簡易水道の水源（原水）状況

・降雨による濁水発生

･野生動物の糞尿

・消毒の効果

・濁度

･色度

・ｐＨ値

・有機物（ＴＯＣ）

･大腸菌、一般細菌

・病原性微生物（原虫）

菅沢浄水場系　菅沢水源

湧　　　水

水源種別

原水の
汚染要因

原水の
汚染要因

水源種別

水質管理上、
注意すべき
項目

五泉浄水場系　五泉水源

東部浄水場系　東部水源

村松浄水場系　村松水源

大蒲原浄水場系　大蒲原水源

深　井　戸

水質管理上、
注意すべき
項目

田川内浄水場系　田川内水源

表流水
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　浄水場では、原水の汚染要因・原因を踏まえて、適正な浄水処理を徹底して行っています。

　これまでの検査結果によると、水質基準を充分満足していることから、安全で良質な水と言えます。

４ 検査地点

・ 浄水場の原水

　安全で良質の水道水を供給するために、水源の水質が影響を与えていないかを各取水地

点（水源または浄水場流入口）で検査します。

・ 給水栓水

　各配水区域ごとに行い、毎日検査（色、濁り、残留塩素）、臭、及び味については最末端

給水区域で行います。その他の水質検査にあっては、各配水区域より採水地点を選定（各

配水区とも１か所／月）し、検査を行います。
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５ 水質検査項目及び検査頻度

・ 給水栓における水質検査項目及び検査頻度

① 水質検査項目

　法令に基づき、給水栓において令和８年度水質検査頻度および採水地区(予定)のとおり

検査します。

　採水場所も令和８年度水質検査頻度および採水地区(予定)の地区内の給水栓にて行い

ます。採水は、上水道配水区においては職員が行います。

② 検査の頻度

１. 　法令に基づく水質検査項目（水質検査頻度表・採水地区予定表を参照）で、№１．

２．３９．４７～５２については、細菌類および水の性状に関するもので、毎月１回検査

を行います。

２. 　法令に基づく水質検査項目（水質検査頻度表・採水地区予定表を参照）で、浄水処

理工程において適正に水質を管理するために必要な検査である№２２～３２について

３か月に１回検査を行います。

３. 　法令に基づく水質検査項目（水質検査頻度表・採水地区予定表を参照）のうち、過

去３年間でその濃度が水質基準値の１０％以下であることから３年に１回まで検査頻度

を緩和できる項目であっても水質が安定し良好であることを確認するため、年１回の検

査頻度とします。

４. 　法令に基づく水質検査項目（水質検査頻度表・採水地区予定表を参照）のうち、過

去３年間でその濃度が水質基準値の１０％を超過し２０％以下の場合は、年１回の検

査頻度とします。

５. 　法令に基づく水質検査項目（水質検査頻度表・採水地区予定表を参照）のうち、過

去３年間でその濃度が水質基準値の２０％を超過した場合には、３か月に１回の検査と

します。

６. 　令和８年度からPFOS・PFOA（有機フッ素化合物）が水質基準項目に追加されます。

このことにより令和１０年度までの３年間、３か月に１回検査を行います。

７. 　法令に基づく毎日検査（色、濁り、残留塩素濃度）、臭気、味については、各配水区

最末端地区において１日１回の検査を行います。なお、検査は上下水道職員が行いま

す。
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・ 五泉市上下水道局が独自に行う水質検査項目と検査頻度

① 水質検査項目

五泉市上下水道局が独自に行う水質検査は、下記２点です。

１. 　水質管理目標設定項目（２６項目）として厚生労働省が定めるもののうち、『法令で定

める水質基準項目と重複するもの。』及び『各浄水場系処理工程で発生する恐れがな

いもの。』を除いた項目について検査します。

２. 　水質管理目標設定項目の対象農薬類（１２０項目）のうち、

検査する対象とする農薬類は、信濃川・阿賀野川両水系水質協議会共同検査において、

信濃川・阿賀野川水系で過去３年間で検出頻度及び検出量の多いもの４種類を選定して

います。

※ なお、水質管理目標設定項目とは、『毒性の評価が暫定的であるため水質基準とされ

なかった。』または『今までに水質基準にする必要がある濃度で検出されていない。』

ため、水質基準にならなかった項目をいいます。

② 検査頻度

　五泉市上下水道局が独自に行う水質検査項目の検査頻度は、各配水区域内の給水

栓で年１回行います。

６ 水質検査方法

　給水栓等における法令に基づく水質検査、及び独自に行う水質検査は、水道法第２０条の登録検査機関

に委託して行います。

　なお、委託先は、９の水質検査委託先の項をご覧ください。

７ 臨時の水質検査

　水道水が水質基準に適合しない恐れがある次の場合には、臨時の水質検査を行います。

① 水源の水質が著しく悪化したとき。

② 水源に異常があったとき。

③ 水源付近・給水区域及びその周辺において、消化器系感染症が流行しているとき。

④ 浄水処理工程に異常があったとき。

⑤ 浄・送・配水管等の大規模な改修、その他水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき。

⑥ その他必要があると認められたとき。
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８ 放射性物質の検査

　東京電力（株）福島第一原子力発電所の事故に関連した放射性物質の検査は、厚生労働省が示す

ゲルマニウム半導体検出器を用いた検査を、各浄水場出口給水栓より採水し年４回行います。

９ 水質検査委託先

　水質検査委託先は、毎年入札により決定しています。委託先は下記のとおりです。

　入札参加条件として、五泉市上下水道局に入札参加申請をしている水道法第２０条登録検査機関

のうち、検査の精度と信頼性を保証するため『水道水質検査優良試験所規範( 水道ＧＬＰ)認定水質

検査機関であること。』及び『国際標準化機構に認定されISO/IEC17025を取得していること。』を条件

としています。

令和４年度

令和５年度

令和６年度

上水道配水区

水質基準項目及び

当局の基準で行う検査

(株)江東微生物研究所

(株)江東微生物研究所

(株)江東微生物研究所

放射性物質検査

(株)江東微生物研究所

(株)江東微生物研究所

(株)江東微生物研究所

令和８年度 (株)江東微生物研究所 (株)江東微生物研究所

令和７年度 (株)江東微生物研究所 (株)江東微生物研究所
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１０ 水質検査計画及び検査結果の公表

　水質検査計画は毎年作成します。水質検査計画及び検査結果は、五泉市役所ホームページに

おいて公表します。

公表

公表

１１ 水質検査の評価

　水質基準は、水道水が満たすべき水質上の要件であり、水道水すべてに満たされる必要があり

ます。

　従って、検査結果の評価は検査ごとに行い、基準を超えている場合には直ちに原因究明を行い、

基準を満たす水質を確保します。

１２ 水質検査の精度と信頼性保証

　結果を評価するにあたり、検査の精度と信頼性を保証するため、委託検査機関とともに技術の向上

に努めます。

五泉市上下水道局

検査の評価（結果）

見
直
し

お客様

ご意見

検査の実施

五泉市上下水道局による
水質検査計画の策定
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１３ 関係者との連携

　水源等で水質汚染事故が発生した場合、五泉市環境保全課、五泉市消防本部、五泉警察署、新潟県

福祉保健部生活衛生課、新潟県新潟地域振興局健康福祉部衛生環境課、信濃川･阿賀野川両水系水

質協議会、及び関係水道自事業体等々と、情報交換を図りながら現地調査を行い、必要に応じて水質

検査を行います。

※ 　この水質検査計画について、お客様のご意見をお寄せください。

　お客様からのご意見は、今後の水質検査計画策定にあたり、参考とさせていただきます。

お問い合わせ先

〒９５９－１７０５

新潟県五泉市村松乙１３０番地１

五泉市上下水道局

電 話    ０２５０－５８－６６５３

FAX　　０２５０－５８－２１３９

メール　suidou@city.gosen.lg.jp   gesuidou@city.gosen.lg.jp

〒９５９－１８３４

新潟県五泉市木越８６４番地

五泉市上下水道局　五泉浄水場

電 話    ０２５０－４３－１５１５

FAX　　０２５０－４８－５５０１
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